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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

パート鋭

よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
。

■問 
建
築
指
導
課
審
査
指
導
班
（
緯
内

線
7
7
5
）。

住
宅
・
建
築
物
耐
震
改
修

　
　
　
　
 促
進
事
業
補
助
制
度
  

　
市
で
は
「
印
西
市
耐
震
改
修
促
進

計
画
」
に
基
づ
き
、
建
物
の
耐
震
診

断
な
ど
を
行
う
場
合
に
そ
の
費
用
の

一
部
と
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

胸
対
象
建
築
物
・
事
業
…
市
内
の
築

後
　
年
以
上
が
経
過
す
る
建
物
の
耐

10
震
診
断
（
現
地
調
査
を
行
わ
な
い
簡

易
診
断
も
対
象
）、
耐
震
改
修
設
計

お
よ
び
耐
震
改
修
工
事
。

※
事
業
の
実
施
は
、
建
物
の
規
模
・

構
造
・
用
途
に
適
応
し
た
専
門
の
建

築
士
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■対 
補
助
の
対
象
と
な
る
建
物
の
所
有

者
（
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
共
有
部
分

に
つ
い
て
は
、
区
分
所
有
者
の
団
体

の
管
理
者
ま
た
は
管
理
組
合
法
人
の

理
事
長
）。

※
申
請
者
に
市
税
の
滞
納
が
あ
っ
た

常
時
（
毎
月
）
で
す
。

胸
配
布
場
所
…
市
役
所
建
築
指
導
課

お
よ
び
印
旛
支
所
・
本
埜
支
所
、
中

央
駅
前
出
張
所
、
牧
の
原
出
張
所
。

場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

胸
補
助
金
額
お
よ
び
補
助
率
な
ど
…

左
表
の
と
お
り
。

胸
募
集
期
間
…
　
月
末
日
ま
で
。

11

※
補
助
金
申
請
額
の
合
計
が
予
算
額

を
超
え
た
時
点
で
締
切
り
と
な
り
ま

す
。

■申 
必
ず
事
業
着
手
前
に
左
記
ま
で
相

談
の
う
え
申
請
手
続
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
（
事
後
不
可
）。

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
。

■問 
建
築
指
導
課
住
宅
班
（
緯
内
線
7

7
6
）。

県
営
住
宅
空
家
入
居
資
料
の
配
布

　
県
営
住
宅
の
募
集
お
よ
び
空
家
状

況
資
料
な
ど
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

胸
募
集
資
料
は
二
種
類
、
空
家
入
居

（
年
4
回
／
4
・
7
・
　
・
1
月
）・

10

　
資
料
な
ど
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ

は
、
千
葉
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住

宅
管
理
部
募
集
課
（
緯
0
4
3
―
2

2
2
―
9
2
0
0
）
へ
。

※
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
。

■問 
建
築
指
導
課
住
宅
班
。

市
街
化
調
整
区
域
の
開
発
行
為

  等
に
関
す
る
許
可
基
準
の
変
更
 

　「
印
西
市
都
市
計
画
法
に
基
づ
く

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す

る
条
例
」
が
平
成
　
年
4
月
1
日
よ

25

り
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
行
の
許
可
の
基
準
の
う
ち
、
市

街
化
調
整
区
域
に
近
接
し
、
建
築
物

が
連
た
ん
し
て
い
る
市
街
化
調
整
区

域
に
建
築
物
を
建
て
る
場
合
の
許
可

要
件
（
い
わ
ゆ
る
「
連
た
ん
制
度
」）

に
つ
い
て
、
基
準
の
一
部
（
敷
地
の

道
路
に
接
す
る
幅
や
建
築
す
る
こ
と

が
で
き
る
建
物
の
用
途
）
が
2
年
間

の
経
過
措
置
を
経
て
、
平
成
　
年
4

27

月
1
日
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
市
街
化
調
整
区
域
に
建
築
物
を
建

て
る
計
画
を
お
持
ち
の
人
は
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
、
ま
た
は
直
接
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問 
開
発
指
導
課
開
発
指
導
班
（
緯
内

線
7
5
1
・
7
5
2
）。

嘘
午
後
1
時
　
分
～
2
時
　
分
。

40

40

■内 
臼
秋
の
空
と
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク

ジ
ャ
ズ
、
渦
秋
の
ピ
ア
ノ
デ
ュ
オ
コ

ン
サ
ー
ト
、
嘘
秋
の
ジ
ャ
ズ
ソ
ン
グ
。

胸
出
演
…
臼
H
o
n
e
y
h
o
t
、

渦
タ
ン
ト
・
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
、
嘘
藤

マ
ナ
ミ
＆
 入
方
 ひ
ろ
こ
。

い
り
か
た

【
自
然
観
察
会
ケ
ビ
ン
の
ネ
イ

チ
ャ
ー
ウ
オ
ー
ク
】

■時 
　
月
8
日
臥
・
午
前
　
時
～
正
午
。

11

10

■場 
県
立
北
総
花
の
丘
公
園
（
原
山
）。

■定 
　
人
（
親
子
2
人
可
、
5
歳
以
上
）。

30
■費 
1
0
0
円
（
保
険
料
を
含
む
）。

■申 
　
月
8
日
我
・
午
前
9
時
よ
り
電

10
話
ま
た
は
左
記
直
接
窓
口
ま
で
（
先

着
順
）。

■問 
県
立
北
総
花
の
丘
公
園
管
理
事
務

所
（
緯
碓47 
4
0
3
0
）。

怯
星
野
敏
彦
オ
リ
ジ
ナ
ル
コ
ン

サ
ー
ト

■時 
　
月
5
日
蚊
・
午
後
2
時
～
4
時
。

10
■場 
文
化
ホ
ー
ル
（
大
森
）。

■定 
　
人
。

80
■費 
無
料
。

■申 
不
要
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

■問 
星
野
（
緯
碓97 
4
0
3
4
）。

怯
「
法
の
日
」
週
間
広
報
行
事

【
次
は
あ
な
た
が
裁
判
員
】

　
模
擬
裁
判
・
模
擬
評
議
を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

■時 
　
月
　
日
牙
。

10

23

■場 
千
葉
地
裁
（
千
葉
市
）。

■定 
　
人
。

40
【
少
年
の
立
ち
直
り
を
考
え
る

教
育
的
措
置
】

　
非
行
少
年
に
対
す
る
家
庭
裁
判
所

の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

■時 
　
月
9
日
牙
。

10
■場 
千
葉
家
裁
（
千
葉
市
）。

■定 
　
人
。

50
■申 
い
ず
れ
も
事
前
に
申
し
込
み
。

■問 
千
葉
地
裁
総
務
課
、（
緯
0
4
3

―
2
2
2
―
0
1
6
5
・
内
線
5
1

1
4
）、
千
葉
家
裁
総
務
課
（
緯
同
・

内
線
6
1
2
1
）。

怯
草
深
「
森
の
音
楽
会
」
開
催

　
今
年
も
、
森
の
音
楽
会
を
一
緒
に

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

■時 
　
月
　
日
臥
・
午
後
2
時
　
分
～

10

18

30

4
時
（
小
雨
決
行
）。

■場 
草
深
の
森
（
草
深
1
7
8
―
2
）。

■内 
【
歌
】
小
玉
友
里
花
（
ソ
プ
ラ
ノ
）、

【
ピ
ア
ノ
】
泉
谷
景
子
で
お
届
け
し

ま
す
。

■申 
当
日
会
場
で（
ラ
ー
バ
ン
千
葉
ネ
ッ

ト
ブ
ー
ス
に
お
越
し
く
だ
さ
い
）。

※
花
王
珂
・
ド
コ
モ
の
助
成
で
開
催

い
た
し
ま
す
。

■問 
丹
澤
（
緯
碓42 
4
1
4
3
・
■メール in

fo
@
rcn
-fo
ru
m
.o
rg

）。

怯
 吃
音
 （
ど
も
り
）
を
考
え
る
つ

き

つ

お

ん

ど
い

胸
N
P
O
法
人
千
葉
言
友
会
主
催
。

■時 
　
月
5
日
蚊
・
午
後
0
時
～
4
時

10
　
分
。

30■場 
松
戸
市
民
会
館
3
0
1
会
議
室
。

■内 
吃
音
に
悩
む
方
へ
の
応
援
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
講
演
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
。

噛
講
師
…
吉
田
浩
滋
氏
（
千
葉
県
言

語
聴
覚
士
会
長
）。

■定 
1
5
0
人
。

■申 
不
要
。

■問 
実
行
委
員
長
・
佐
藤
（
■携 
0
9
0

―
8
9
4
7
―
5
5
4
4
）、
千
葉

言
友
会
事
務
局
・
 苅
部
 （
■携 
0
9
0

か

り

べ

―
2
4
1
7
―
5
1
0
4
）。

怯
北
総
花
の
丘
公
園

【
花
と
緑
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
】

　
花
の
丘
マ
ル
シ
ェ
ハ
ン
ド
メ
イ
ド

雑
貨
や
手
作
り
パ
ン
に
ク
ラ
フ
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
勢
揃
い
。

■時 
　
月
　
日
蚊
・
午
前
　
時
～
午
後

10

12

10

3
時
。

【
花
の
丘
コ
ン
サ
ー
ト
】

■時 
　
月
　
日
蚊
・
臼
午
後
0
時
～
0

10

12

時
　
分
、
渦
0
時
　
分
～
1
時
　
分
、

30

45
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違
反
建
築
防
止
週
間

　
　
月
　
日
我
か
ら
　
月
　
日
峨
ま

10

15

10

21

で
は
、
違
反
建
築
防
止
週
間
で
す
。

　
こ
の
期
間
に
は
、
県
下
一
斉
公
開

建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

　
建
築
基
準
法
で
は
、
建
物
の
安
全

性
を
確
保
し
、
私
た
ち
の
生
命
や
健

康
、
財
産
を
守
る
た
め
、
建
物
の
敷

地
や
構
造
な
ど
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
建
物
を
建
て
る
場
合
は
、
建
築
基

準
法
な
ど
の
法
令
で
定
め
る
基
準
や

手
続
き
を
守
り
、
適
正
に
工
事
を
進

め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、

そ
の
建
物
が
法
令
に
基
づ
き
安
全
な

も
の
で
あ
る
か
、
必
ず
検
査
を
受
け

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
建
物
が
法
令
に
適

合
し
て
い
る
か
建
築
士
に
相
談
す
る

な
ど
の
点
検
を
検
討
し
て
く
だ
さ
る

ミ
ニ
・
ガ
イ
ド

　
　
パ
ー
ト
Ⅲ

胸住宅・建築物耐震改修促進事業補助制度　補助金額と補助率胸
１棟当たり
補助金の上限額
（消費税込額）

補助率
上限額補助対象事業建築物の

種類 １棟当たり
費用上限

㎡あたり
費用上限事業の種類場所

66,000円
2/3以内

100,000円臼耐震診断

市全域

一戸建ての
住宅

20,000円※３30,000円渦簡易診断
66,000円100,000円嘘耐震改修設計
150,000円1/2以内300,000円唄耐震改修工事
133,000円

2/3以内

200,000円2,000円欝耐震診断

沿道
20,000円※３30,000円蔚簡易診断
66,000円100,000円鰻耐震改修設計
200,000円300,000円姥耐震改修工事
133,000円

2/3以内
200,000円2,000円厩耐震診断

市全域
長屋・
共同住宅

66,000円100,000円浦耐震改修設計
225,000円1/2以内450,000円瓜耐震改修工事
266,000円

2/3以内

400,000円2,000円閏耐震診断
沿道 66,000円100,000円噂耐震改修設計

300,000円450,000円云耐震改修工事
266,000円400,000円2,000円運耐震診断

市全域そのほかの
建築物
(事務所、
店舗など)

133,000円200,000円雲耐震改修設計
300,000円1/2以内600,000円荏耐震改修工事
533,000円

2/3以内
800,000円2,000円餌耐震診断

沿道 133,000円200,000円叡耐震改修設計
400,000円600,000円営耐震改修工事

※1 補助金は千円未満切り捨て。※2 沿道とは、印西市地域防災計画に指定されている道路（国道464号、国道356号、県道
千葉竜ヶ崎線、一部の市道）。※3 渦蔚の簡易診断は現地調査を行わないものをいいます。

　祭礼実施に伴い、期間中、下図の区間
で交通規制が行われます。みなさんのご協
力をお願いします。

10/10画・10/11臥・10/12蚊

竹袋稲荷神社祭礼
交通規制にご協力を

排水機場

至龍ヶ崎

場

中央公民館
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　交通事故による死者数は、年々減少傾向にあるもの
の、平成25年の事故発生件数は約63万件、死者数
は約79万人と、国民のだれもが交通事故の被害者に
も加害者にもなり得る極めて深刻な状況となってい
ます。交通事故は、車社会の負の部分であり、被害者
にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらす
ものです。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反で自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反ですす
　自賠責保険・共済は、万一自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基
づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が
義務づけられています。自賠責保険・共済なしで運行
することは法令違反ですので、ご注意ください。
■問 国土交通省関東運輸局自動車交通部旅客第一課保障係・
菅井、藤本（緯045―211―7245）。

都
市

平成２６年（２０１４）10月１日号（10）


